
 

 

独立行政法人国立美術館キャンパスメンバーズ規則 

制定 平成１８年１２月１８日 

平成１８年国立美術館規則第６９号 

[一部改正：平成１９年１１月 ９日 平成１９年国立美術館規則第１１号] 

[一部改正：平成１９年１２月１３日 平成１９年国立美術館規則第１７号] 

[一部改正：平成２２年 ２月 １日 平成２２年国立美術館規則第 ３号] 

 

（趣旨） 

第１条 独立行政法人国立美術館（以下「国立美術館」という。）は，設置する美術館

（以下「各館」という。）において，学校教育における美術館の有効な活用を促し，

学生等が美術作品等を通じて美術に親しむ機会をより豊かにするため，独立行政法

人国立美術館キャンパスメンバーズ制度（以下「制度」という。）を設けるものとす

る。 

 

（対象） 

第２条 制度に入会することができるものは，原則として，大学，短期大学，高等専

門学校，専修学校，各種学校及びこれらを設置する法人（以下「大学等」という。）

とし，国立美術館が認める場合は，学部等の単位で入会することができる。 

 

（名称） 

第３条 制度に入会した大学等及び学部等は，「国立美術館キャンパスメンバーズ」（以

下「メンバー」という。）と称する。 

 

（特典） 

第４条 メンバーの特典は，次のとおりとする。 

一  メンバーに在籍する学生及び教職員（次号において「学生等」という。）の別表 

に定めるメンバー区分に応じた各館の所蔵作品展（国立新美術館を除く。）及び

東京国立近代美術館フィルムセンター（以下「フィルムセンター」という。）所

蔵作品上映の無料観覧 

二 学生等の別表に定めるメンバー区分に応じた各館の特別展及び共催展の団体観

覧料金による観覧 

三 特別上映及び共催上映について，別に定める料金による観覧 

四 各館が発行する印刷物等の提供 

五 その他 

２ 前項第一号から第三号の特典を受けようとする者は，その身分を証明するものを

提示するものとする。 

 

（入会手続） 

第５条 メンバーになるには，別紙様式１に定める「国立美術館キャンパスメンバー

ズ入会申込書」（以下「申込書」という。）により入会手続を行うものとする。 

２  国立美術館は，前項に定める入会手続を行った大学等又は学部等がメンバーとし

ての要件を満たしている場合は入会を認め，別紙様式２に定めるメンバー証を発行

するものとする。 



 

 

 

（会費） 

第６条 会費は，年会費とし，別表のとおりとする。ただし，次条第２項の規定によ

り入会したメンバーの会費は，別表備考欄５のとおりとする。 

２ 前項の規定による会費は，国立美術館の指定した期日までに指定の銀行口座に払

い込むものとする。 

３ 国立美術館は，指定した期日までに会費の払い込みがない場合は，入会を取消す

ことができるものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 メンバーの有効期間は，原則として４月１日から翌年の３月末日までとする。 

２ 大学等又は学部等は，前項の規定にかかわらず，年度途中で入会することができ

るものとする。この場合の有効期間の始期は，申込の時期，大学等の要望その他の

状況を考慮し，国立美術館が定める。 

 

（退会） 

第８条 メンバーが退会しようとする場合は，国立美術館に退会届を提出するものと

し，国立美術館が受理した時点で退会したものとする。 

２ 国立美術館は，メンバーとして適当でないと認められる行為があった場合は，当

該メンバーを退会させ，再入会させないことができるものとする。 

３ 退会した場合の会費は，原則として返還しない。 

 

（事務） 

第９条 制度の事務は，各館の協力を得て，本部事務局が行う。 

 

（その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，各館の館長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成１８年１２月１８日から施行する。 

 

  附 則 

この規則は，平成１９年１１月９日から施行し，平成１９年８月１日から適用する。 

  

  附 則 

この規則は，平成１９年１２月１３日から施行する。 

 

  附 則 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

別 表 

 

メンバー 

区分 

学生数 

５館利用 

年会費 

３館利用 
年会費 

（関東ブロック） 

２館利用 
年会費 

（関西ブロック） 

１館利用 

年会費 

2000 人未満 ２０万円 １８万円 １６万円 １０万円

2000 人以上 

5000 人未満 
４０万円 ３６万円 ３２万円 ２０万円

5000 人以上 

１万人未満 
６０万円 ５４万円 ４８万円 ３０万円

１万人以上 １００万円 ９０万円 ８０万円 ５０万円

 
備 考 
１ メンバー区分の「５館利用」とは，東京国立近代美術館（本館・工芸館，フィルムセンタ
ーを含む。以下同じ。），京都国立近代美術館，国立西洋美術館，国立国際美術館及び国立
新美術館の利用をいう。 

２ メンバー区分の「３館利用」とは，東京国立近代美術館，国立西洋美術館及び国立新美術
館（関東ブロック）の利用をいう。 

３ メンバー区分の「２館利用」とは，京都国立近代美術館及び国立国際美術館（関西ブロッ
ク）の利用をいう。 

４ メンバー区分の「１館利用」とは，東京国立近代美術館，京都国立近代美術館，国立西洋
美術館，国立国際美術館及び国立新美術館のいずれか１館の利用をいう。 

５ 年度途中の入会にかかる当該年度の会費については，当該年会費を１２で除して得た額
（その額に１００円未満の端数が生じたときは１００円に切り上げた額）に入会日の属する月
から当該年度末までの月数を乗じて得た額とする。 



 

 

別紙様式１ 

 
国立美術館キャンパスメンバーズ 入会申込書 

 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人国立美術館理事長 殿 

 

国立美術館キャンパスメンバーズに下記のとおり申し込みます。 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
学 校 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

代 表 者  

種   類 
（該当する□にﾚを 

付けてください） 

□大学    □短期大学  □高等専門学校  □専修学校 

□各種学校  □その他（         ） 

学 生 数 人 （     年    月現在） 

年 会 費 円  （銀行振込予定日      月     日） 

メンバー区分 

（希望する□にﾚを 

付けてください） 

□５館 

□３館（ 関東ブロック ）  □２館（ 関西ブロック ） 

□１館 （館名：          ）＊希望する館名を記入してください。

ﾌﾘｶﾞﾅ 

役職・氏名  

ﾌﾘｶﾞﾅ 

住 所 〒 

TEL             FAX 
       （内線      ） 

事 務 

担当者 

連絡先 

E-mail 

＊「入会申込書」に次の①～③を添付してお申し込みください。 
①学生証及び職員証の見本（カラーコピーでも可） 
②学校基本調査（申込時直近のもの）の在学者数が明記された部分の写し 
③学校要覧等 

 

〈事務局使用欄〉 

メンバーNo. 

（受付    ） 

有効期間： 

 年  月～  年３月末 
入 金  登 録  



 

 

別紙様式２ 

No.（メンバー番号） 

メンバー証 

 

 

（メンバー 名） 殿 

 

 

貴（学，学部等）は，国立美術館キャンパス

メンバーズ（区分）であることを証します。 
 

 
有効期間：平成○年○月○日から 

平成○年３月３１日まで 
 

 

 

平成○年○月○日 
 

 

独立行政法人国立美術館理事長 
        氏   名 □印 

 


